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旭川市屋外広告物条例

平成１１年１２月１５日

条例第５７号

目次

第１章 総則（第１条－第２条）

第２章 広告物等の制限（第３条―第１６条）

第３章 管理，監督等（第１６条の２―第２４条の２）

第４章 屋外広告業（第２５条―第２８条の４）

第５章 審議会（第２９条―第３１条）

第６章 雑則（第３２条―第３４条）

第７章 罰則（第３４条の２―第３９条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は，屋外広告物法（昭和２４年法律第１８

９号。以下「法」という。）に基づき，屋外広告物及び屋

外広告業について必要な規制を行い，もって良好な景観を

形成し，若しくは風致を維持し，又は公衆に対する危害を

防止することを目的とする。

（定義）

第１条の２ この条例において，次の各号に掲げる用語の意

義は，当該各号に定めるところによる。

1 屋外広告物 常時又は一定の期間継続して屋外で公( )

衆に表示されるものであって，看板，立看板，はり紙及

びはり札並びに広告塔，広告板，建物その他の工作物等

に掲出され，又は表示されたもの並びにこれらに類する

ものをいう。

2 屋外広告業 屋外広告物（以下「広告物」とい( )

う。）の表示又は広告物を掲出する物件（以下「掲出物

件」という。）の設置を行う営業をいう。

(3) 広告主 広告物を表示し，又は掲出物件を設置する

ことを決定し，自ら又は屋外広告業を営む者その他の者

への委託等により，当該広告物を表示し，又は当該掲出

物件を設置する者をいう。

(4) 行為者等 広告主，広告主から委託を受ける等によ

り，広告物を表示し，掲出物件を設置する者及び当該広

告物又は掲出物件を管理する者をいう。

（広告物等の在り方）

第２条 広告物又は掲出物件は，地域の良好な景観の形成に

配慮されたものであるとともに，公衆に対し危害を及ぼす

おそれのないものでなければならない。

旭川市屋外広告物条例施行規則

平成１２年３月９日

規則第３号

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 広告物等の制限（第３条―第１６条）

第３章 管理，監督等（第１６条の２―第２３条）

第４章 屋外広告業（第２４条―第３３条の４）

第５章 審議会（第３４条―第３７条）

第６章 雑則（第３８条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は，旭川市屋外広告物条例（平成１１年旭

川市条例第５７号。以下「条例」という。）の施行に関し

必要な事項を定めるものとする。

（良好な景観の形成）

第２条 市長は，条例第２条に規定する地域の良好な景観の

形成に資するため，屋外広告物（以下「広告物」とい

う。）を表示し，又は広告物を掲出する物件（以下「掲出

物件」という。）を設置する者に対し，広告物又は掲出物

件が次に掲げるものであるように，協力を求めるものとす

る。

1 都市景観及び自然美に調和し，かつ，その面積，色( )

彩，形状，意匠等が周囲の環境を損なわないものである

こと。

2 建築物その他の工作物と不調和でないものであるこ( )

と。
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3 蛍光を伴う塗料又は材料を使用しないものであるこ( )

と。

4 ネオンサインを使用するものにあっては，その点滅( )

速度が緩やかなものであること。

第２章 広告物等の制限

第３条 削除

第２章 広告物等の制限

（表示等を禁止する広告物等）

第３条 次に掲げる広告物又は掲出物件は，これを表示し，

又は設置してはならない。

1 著しく汚染し，たい色し，又は塗料等のはく離した( )

もの

2 著しく破損し，又は老朽したもの( )

3 倒壊又は落下のおそれがあるもの( )

4 信号機又は道路標識に類似し，又はこれらの効用を( )

妨げるおそれのあるもの

5 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの( )

（広告物等の表示等を禁止する物件）

第４条 次に掲げる物件には，広告物を表示し，又は掲出物

件を設置してはならない。

1 街路樹，路傍樹及び北海道自然環境等保全条例（昭( )

和４８年北海道条例第６４号）第２３条第１項の規定に

より指定された記念保護樹木並びにこれらの樹木の防護

さくその他の附属物

2 煙突，送電塔，送受信塔その他これらに類するもの( )

3 ガスタンク，石油タンクその他タンクの類( )

4 銅像，記念碑その他これらに類するもの( )

5 橋りょうその他の高架構造物，トンネル及び分離帯( )

6 信号機，照明灯，道路標識，防雪さく，ガードレー( )

ルその他これらに類するもの

7 消火栓，火災報知機及び火の見やぐら( )

8 郵便差出箱，信書便差出箱，電話ボックス，道路上( )

の変圧器その他これらに類するもの

9 道路管理者又は道路法（昭和２７年法律第１８０( )

号）第３２条第１項若しくは第３項若しくは第３５条前

段（同法第９１条第２項においてこれらの規定を準用す

る場合を含む。）の規定により道路管理者の許可を受

け，若しくは道路管理者と協議しその同意を得た者が設

置する道路（市長が指定するものに限る。）の上の工作

物，物件又は施設

景観法（平成１６年法律第１１０号）第１９条第１(10)

項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第２

８条第１項の規定により指定された景観重要樹木

前各号に掲げるもののほか，市長が良好な景観又は(11)

風致を維持する上で特に必要と認め，指定する物件

２ 消火栓の標識及びその支柱並びに電柱には，はり紙，は

り札等（容易に取り外すことができる状態で工作物等に取

り付けられているはり札その他これに類する広告物をい

う。以下同じ。），広告旗（容易に移動させることができ

る状態で立てられ，又は容易に取り外すことができる状態

で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗（こ

れを支える台を含む。）をいう。以下同じ。）又は立看板
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（許可の申請）

第４条 条例第５条第１項の許可を受けようとする者は，屋

外広告物許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書類及び

図面を添付して，市長に提出しなければならない。

1 付近見取図( )

2 形状，寸法，材料，構造，意匠，色彩及び表示若し( )

くは設置の方法に関する仕様書及び図面（照明を伴うと

きは，その旨を明示したもの）

3 表示し，又は設置する場所又は物件が，他人の所有( )

又は管理に属するときは，その承諾書又は許可書の写し

２ 市長は，条例第５条第１項の許可をしたときは，屋外広

告物許可証（様式第２号）及び許可証票（様式第３号）を

前項の申請書を提出した者に交付するものとする。

ただし，当該許可に係る広告物がはり紙であるときは，

許可証票の交付に代えて当該広告物に第１７条第２項に規

定する屋外広告物許可済印を押印するものとする。

（許可の基準）

第５条 条例第５条第２項の基準のうち，制限地域及び特別

制限地域における簡易広告物及び移動広告物に係るもの

は，別表第１に定めるとおりとする。

２ 条例第５条第２項の基準のうち，制限地域における固定

広告物に係るものは，次に掲げる地域又は場所の区分に応

じ，別表第２に定めるとおりとする。

1 第１種制限地域 都市計画法（昭和４３年法律第１( )

００号）第２章の規定により定められた近隣商業地域，

商業地域，準工業地域，工業地域及び工業専用地域（第

３号イに掲げる地域又は場所は，これらの地域から除

く。）をいう。

2 第２種制限地域 都市計画法第２章の規定により定( )

められた第１種住居地域，第２種住居地域及び準住居地

域（次号イに掲げる地域又は場所は，これらの地域から

除く。）をいう。

3 第３種制限地域 次に掲げる地域又は場所をいう。( )

ア 都市計画法第２章の規定により定められた第２種低

層住居専用地域，第１種中高層住居専用地域及び第２

種中高層住居専用地域

イ 都市計画法第２章の規定により定められた用途地域

（以下「用途地域」という。）のうち，道路法（昭和

２７年法律第１８０号）第３条第１号に規定する高速

自動車国道又はこれから展望することができる地域

で，これから５００メートル以内のもの

4 第４種制限地域 都市計画法第５条第１項の規定に( )

より指定された都市計画区域のうち用途地域以外の区域

をいう。

5 第５種制限地域 本市の区域のうち，前各号に掲げ( )

る地域又は場所を除く地域又は場所をいう。

等（容易に移動させることができる状態で立てられ，又は

工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する

広告物又は掲出物件（これらを支える台を含む。）をい

う。以下同じ。）を表示し，又は設置してはならない。

（許可）

第５条 次条第１項の制限地域又は同条第２項の特別制限地

域において，広告物を表示し，又は掲出物件を設置しよう

とする者は，規則で定めるところにより，市長の許可を受

けなければならない。

２ 前項の規定による許可の基準は，規則で定める。
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３ 条例第５条第２項の基準のうち，特別制限地域における

固定広告物に係るものは，次に掲げる地域又は場所の区分

に応じ，当該各号に定めるとおりとする。この場合におい

て，固定広告物の表示面積は文字，記号又は商標の面積に

これらと意匠上一体となっている部分の面積を加えたもの

とし，屋上広告物を階段室，昇降機塔，物見塔その他これ

らに類する建築物の屋上部分（以下「屋上構造物」とい

う。）に設置するときは，当該屋上構造物の高さは建築物

の高さに算入せず，広告物の高さに算入するものとする。

1 特別制限地域（Ａ） 公衆の利便に供するため特定( )

の施設等への案内を目的として表示する広告物又は掲出

物件で，１面の表示面積が３．５平方メートル以内で，

かつ，表示面積７平方メートル以内及び高さ５メートル

以下のものであること。

2 特別制限地域（Ｂ） 次のいずれかに該当する広告( )

物又は掲出物件であること。

ア 条例第７条第１項第４号に掲げる広告物又は掲出物

件で，表示面積の合計（簡易広告物の表示面積を含

む。）が１事務所又は１営業所当たり３０平方メート

ル以内及び高さ１０メートル以下のもの

イ 公衆の利便に供するため特定の施設等への案内を目

的として表示する広告物又は掲出物件で，１面の表示

面積が３．５平方メートル以内で，かつ，表示面積７

平方メートル以内及び高さ６メートル以下のもの

（許可の期間）

第６条 条例第５条第４項（同条第８項において準用する場

合を含む。）の許可の期間は，次の各号に掲げる広告物又

は掲出物件の区分に応じ，当該各号に定めるところによ

る。ただし，許可を受けようとする期間が当該各号に定め

る期間よりも短いときは，当該受けようとする期間とす

る。

1 地上広告物，屋上広告物及び壁面広告物 ３年間( )

2 電柱広告物及び車体利用広告物 １年間( )

3 はり紙，はり札，立看板，広告幕，広告網，のぼ( )

り，旗及び広告車 １月間

4 アドバルーン広告物 １５日間( )

（継続の許可）

第７条 条例第５条第６項の許可を受けようとする者は，同

条第１項又は第６項の許可の期間が満了する日の１月前か

ら当該許可の期間が満了する日の５日前までの間に，第４

条第１項の屋外広告物許可申請書を市長に提出しなければ

ならない。この場合において，広告物又は掲出物件が固定

広告物であるときは，併せてそのカラー写真（申請前３０

日以内に撮影したものに限る。）を提出しなければならな

い。

３ 市長は，広告物又は掲出物件がこの条例又はこの条例に

基づく規則の規定による許可の基準に適合しない場合にお

いても，特にやむを得ない理由があると認めるときは，第

１項の許可をすることができる。

４ 第１項の許可の期間は，３年を超えない範囲内において

規則で定める。

５ 市長は，第１項の許可に際しては，良好な景観を形成

し，若しくは風致を維持し，又は公衆に対する危害を防止

するために必要な条件を付することができる。

６ 第４項の許可の期間の満了後引き続き広告物を表示し，

又は掲出物件を設置しようとする者は，規則で定めるとこ

ろにより，市長の許可を受けなければならない。
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２ 第４条第２項の規定は，条例第５条第６項の許可につい

て準用する。

（変更等の許可）

第８条 条例第５条第７項本文の許可を受けようとする者

は，屋外広告物変更等許可申請書（様式第４号）に第４条

第１項各号に掲げる書類又は図面のうち当該変更等に係る

ものを添付して，市長に提出しなければならない。

２ 第４条第２項の規定は，条例第５条第７項本文の許可に

ついて準用する。

３ 条例第５条第７項ただし書の規則で定める軽微な変更又

は改造は，次に掲げるとおりとする。

1 広告物又は掲出物件の修繕，補強又は塗り替えであ( )

って，表示内容，材料，構造，色彩，意匠及び付された

条件の変更を伴わないもの

2 許可の期間内における同一業務に関する広告物の取( )

替えであって，掲出物件の変更を伴わないもの

（制限地域）

第９条 条例第６条第１項第１号の都市計画区域，同項第２

号の規則で定める地域又は場所及び同項第３号の規則で定

める地域又は場所を併せた制限地域は，本市の区域の全部

とする。

（特別制限地域）

第１０条 条例第６条第２項の規定による規則で定める区分

は，第５条第３項各号に掲げるとおりとする。

７ 第１項又は前項の許可を受けた後，当該許可の内容に変

更を加え，又は広告物若しくは掲出物件を改造し，若しく

は移転しようとする者は，規則で定めるところにより，市

長の許可を受けなければならない。ただし，規則で定める

軽微な変更又は改造については，この限りでない。

８ 第２項から第５項までの規定は，第６項及び前項本文の

場合について準用する。

（制限地域及び特別制限地域）

第６条 広告物の表示又は掲出物件の設置に関して制限を行

うため，次の各号に掲げる地域又は場所に該当するものを

制限地域とする。

1 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５条の( )

規定により指定された都市計画区域

2 道路法第３条に規定する高速自動車国道，一般国道( )

及び道道並びに北海道旅客鉄道株式会社の鉄道線路並び

にこれらから展望することができる地域で規則で定める

もの

3 前２号に定めるもののほか，規則で定める地域又は( )

場所

２ 市長は，制限地域及び制限地域以外の地域又は場所で次

の各号のいずれかに該当するもののうち，良好な景観を形

成し，若しくは風致を維持するため広告物の表示又は掲出

物件の設置に関し特別な制限を行う必要があると認めるも

のを，規則で定める区分に応じ特別制限地域として指定す

ることができる。

1 都市計画法第２章の規定により定められた第１種低( )

層住居専用地域，第２種低層住居専用地域，第１種中高

層住居専用地域，第２種中高層住居専用地域，景観地

区，風致地区，緑地保全地域，特別緑地保全地区又は生

産緑地地区

2 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１( )

項第１１号に掲げる目的を達成するため保安林として指

定された森林のある地域

3 自然環境保全法（昭和４７年法律第８５号）第１４( )

条第１項の規定により指定された原生自然環境保全地域

又は同法第２２条第１項の規定により指定された自然環

境保全地域

4 北海道自然環境等保全条例第１４条第１項の規定に( )

より指定された道自然環境保全地域又は同条例第２２条
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２ 条例第６条第２項第６号の規則で定める地域は，同号に

規定する建造物の敷地の区域とする。

３ 条例第６条第２項第９号の規則で定める地域は，次の各

号に掲げる区域とする。

1 道路法第３条第１号に規定する高速自動車国道及び( )

これから５００メートル以内の区域。ただし，用途地域

を除く。

2 道路法第３条第２号及び第３号に規定する一般国道( )

及び道道並びに北海道旅客鉄道株式会社の鉄道線路から

１００メートル以内の区域。ただし，用途地域を除く。

４ 条例第６条第２項第１０号の規則で定める地域は，次に

掲げる区域で旭川空港の敷地を除く区域とする。

1 西神楽４線２２号・５線１８号道路線から西側へ( )

５００メートルの間隔で平行に引いた線，空港・千代ケ

岡道路線，道道旭川空港線及び本市と上川郡東神楽町と

の境界で囲まれる区域

2 空港・千代ケ岡道路線及びこれから５００メートル( )

以内の区域

3 道道旭川空港線と西神楽４線２２号・５線１８号道( )

路線の交差点及びこれから５００メートル以内の区域

（適用除外の基準）

第１１条 条例第７条第１項の規則で定める基準は，次の各

号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ，当該各号に

定めるとおりとする。

第１項の規定により指定された環境緑地保護地区，自然

景観保護地区若しくは学術自然保護地区

5 市民農園整備促進法（平成２年法律第４４号）第２( )

条第２項に規定する市民農園の区域

6 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第２７( )

条若しくは第７８条第１項の規定，北海道文化財保護条

例（昭和３０年北海道条例第８３号）第４条第１項若し

くは第２６条第１項の規定若しくは旭川市文化財保護条

例（昭和３８年旭川市条例第１６号）第５条第１項の規

定により指定された建造物又はその周囲で規則で定める

地域

7 文化財保護法第１０９条第１項若しくは第２項若し( )

くは第１１０条第１項の規定又は北海道文化財保護条例

第３１条第１項の規定により指定され，又は仮指定され

た地域

8 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１( )

項に規定する都市公園の区域又は社会資本整備重点計画

法施行令（平成１５年政令第１６２号）第２条各号 に

規定する公園若しくは緑地の区域

9 道路，鉄道，軌道若しくは索道の区域又はこれらか( )

ら展望することができる地域で規則で定めるもの

空港，駅前広場若しくは駅舎又はこれらの付近の地(10)

域で規則で定めるもの

河川，湖沼，渓谷，山岳等又はこれらの付近の地域(11)

で規則で定めるもの

墓地又は火葬場(12)

官公署，学校，図書館，公会堂，公民館，博物館，(13)

美術館，体育館，公立病院又は公衆便所の敷地

歴史的又は芸術的価値を有する社寺，仏堂又は教会(14)

の境域

前各号に掲げるもののほか，良好な景観又は風致の(15)

維持が特に必要な地域又は場所

（適用除外）

第７条 次に掲げる広告物又は掲出物件（第４条及び第５条

第１項の規定の適用について規則で基準を定めたときは，

当該基準に適合している広告物又は掲出物件に限る。）に
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1 条例第７条第１項第２号に掲げるもの 条例第５条( )

第２項の基準に適合するものであること。

2 条例第７条第１項第３号に掲げるもの 表示面積が( )

０．５平方メートル以内で，かつ，表示方向から見て当

該施設又は物件の外郭線内を１平面とみなした場合の当

該平面の面積の２０分の１以内のものであること。

3 条例第７条第１項第４号に掲げるもの 表示面積の( )

合計（簡易広告物の表示面積を含む。）が１事務所又は

１営業所当たり１０平方メートル以内で，かつ，次に掲

げる地域又は場所の区分に応じ定める高さ（屋上広告物

を屋上構造物に設置するときは，当該屋上構造物の高さ

は建築物の高さに算入せず，広告物の高さに算入す

る。）の基準を満たすものであること。ただし，条例第

４条第１項各号に掲げる物件にあっては，次に掲げる地

域又は場所のいずれに存するかにかかわらず，１０メー

トル以下であること。

ア 制限地域 簡易広告物及び移動広告物にあっては別

表第１に定める高さの基準，固定広告物にあっては第

５条第２項各号に掲げる制限地域の区分に応じ別表第

２に定める高さの基準

イ 特別制限地域（Ａ） ５メートル以下

ウ 特別制限地域（Ｂ） １０メートル以下

4 条例第７条第１項第５号に掲げるもの １面の表示( )

面積が１平方メートル以内で，かつ，高さ３メートル以

下の固定広告物であること。

5 条例第７条第１項第１０号に掲げるもの 社寺，仏( )

堂，教会，説教所に類するものが臨時に祭典，法要，説

教その他の事務又は行事のためにするもの及び大売出し

その他地方の年中行事にするもの並びに慣習として一般

に認められているものであること。

２ 条例第７条第２項の規則で定める基準は，次に掲げると

おりとする。この場合において，当該基準は，特別制限地

域（Ａ）以外の区域において表示し，又は設置する広告物

ついては，第４条及び第５条第１項の規定は，適用しな

い。

1 他の法令の規定により表示し，又は設置するもの( )

2 国又は地方公共団体がその事務又は事業に関して公( )

共的目的をもって表示し，又は設置するもの

3 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名を表示するも( )

の

4 自己の事務所，営業所等又はこれらの敷地内におい( )

て，次のいずれかの事項を表示する広告物又は掲出物件

ア 自己の事務所，営業所等の名称又は所在地

イ 自己の事業内容若しくは営業内容，販売する商品の

名称若しくは内容又はこれらに係る商標

5 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づ( )

き表示し，又は設置するもの

6 講演会，展覧会，音楽会その他これらに類する催物( )

を表示するため，当該会場の敷地内に表示し，又は設置

するもの

7 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに工事期( )

間中に表示し，又は設置する広告物で，営利を目的とし

ないもの

8 人，動物又は車両（運行の用に供されている自動車( )

を除く。），航空機その他これらに類するものに表示

し，又は設置するもの

9 煙突又はガスタンク，石油タンクその他タンクの類( )

の壁面に直接に表示する広告物で，営利を目的としない

もの

祭礼その他慣習上やむを得ないもの(10)

地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告(11)

物

２ 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適

合するものについては，第５条第１項の規定は，適用しな

い。
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又は掲出物件に限り，適用する。

1 条例第７条第２項第１号に掲げるもの 政治団体，( )

労働組合等の宣伝の用に供するもの及び営利を目的とし

ない会合，催物等に係る掲示であること。

2 条例第７条第２項第２号に掲げるもの 紙製又は布( )

製のものであって，同種類のものが継続しないものであ

ること。

3 条例第７条第２項第３号に掲げるもの 条例第５条( )

第２項に規定する基準に適合するものであること。

３ 条例第７条第２項第３号の規則で定める公共的団体は，

次に掲げる団体とする。

1 日本赤十字社( )

2 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に( )

規定する社会福祉法人

3 前２号に掲げるもののほか，公共的活動を主たる事( )

業として営むと市長が特に認めた団体

４ 条例第７条第３項第４号の規則で定める基準は，別表第

１に定める基準を満たすものであることとする。ただし，

広告物又は掲出物件の表示又は設置に関して，特に必要な

配慮がなされている場合において，市長が良好な景観又は

風致を維持する上で支障がないと認めるときは，当該基準

にかかわらず，広告物を表示し，又は掲出物件を設置する

ことができる。

（協議の基準）

第１２条 条例第８条第１項の規則で定める広告物又は掲出

物件は，別表第２に定める第４種制限地域の許可の基準に

適合しない固定広告物とする。

1 営利を目的としないはり紙，はり札等，広告旗，立( )

看板等その他これらに類するもの

2 表示又は設置の期間が５日以内のもの( )

3 規則で定める公共的団体がその事務又は事業に関し( )

て公共的目的をもって表示し，又は設置するもの

３ 運行の用に供されている自動車の車体を利用する広告物

又は掲出物件（広告物を表示し，又は掲出することにより

営業に関する宣伝を主たる目的として走行する自動車に表

示される広告物又は設置される掲出物件を除く。）で，次

の各号のいずれかに該当するものについては，第５条第１

項の規定は，適用しない。

1 使用の本拠の位置が本市の区域以外の区域にある自( )

動車に表示され，又は掲出されるもので，当該自動車の

本拠がある都道府県，指定都市（地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指

定都市をいう。以下同じ。）又は本市以外の中核市（同

法第２５２条の２２第１項に規定する中核市をいう。以

下同じ。）の法の規定に基づく条例の規定に適合してい

るもの

2 当該自動車の所有者又は使用者（以下「自動車の所( )

有者等」という。）の氏名又は住所を表示するもの

3 自動車の所有者等が第１項第４号ア又はイに掲げる( )

事項を表示するもの

4 前３号に掲げるもののほか，規則で定める基準に適( )

合するもの

４ 前３項の規定にかかわらず，これらの規定の適用を受け

る広告物又は掲出物件に，これらの規定の適用を受けない

広告物又は掲出物件を付するときは，第４条又は第５条第

１項の規定を適用する。

（協議）

第８条 国又は地方公共団体は，前条第１項第２号の広告物

又は掲出物件のうち規則で定めるものを表示し，若しくは

設置しようとする場合又は第４条の物件に表示し，若しく

は設置しようとする場合（同条第２項の物件にあっては，
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２ 条例第８条第２項の規則で定める広告物又は掲出物件

は，別表第２に定める第５種制限地域の許可の基準に適合

しない固定広告物とする。

（広告物協定地区の申請等の手続）

第１３条 条例第１１条第１項の認定を受けようとする者

は，広告物協定認定申請書（様式第５号）に次に掲げる書

類及び図面を添付して，市長に提出しなければならない。

1 広告物協定書( )

2 広告物協定の対象となる区域の付近見取図( )

3 広告物協定の対象となる区域を表示する図面( )

4 その他市長が必要と認めるもの( )

はり紙，はり札等，広告旗又は立看板等を表示し，又は設

置する場合に限る。）には，あらかじめ，市長と協議しな

ければならない。

２ 前条第２項第３号に規定する公共的団体は，同号の広告

物又は掲出物件のうち規則で定めるものを表示し，又は設

置しようとする場合には，あらかじめ，市長と協議しなけ

ればならない。

（広告物活用地区）

第９条 市長は，制限地域で活力ある街並みを維持する上で

広告物が重要な役割を果たしている区域のうち，広告物の

活用を図ることが特に必要なものを広告物活用地区（以下

「活用地区」という。）として指定することができる。

２ 市長は，前項の規定により活用地区を指定するときは，

第５条第２項（同条第８項において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず，当該活用地区における広告物

の表示又は掲出物件の設置に関する許可の基準を別に定め

ることができる。

３ 市長は，相当の理由があると認めるときは，活用地区の

指定を変更し，若しくは廃止し，又は前項に規定する許可

の基準を変更することができる。

（広告景観整備地区）

第１０条 市長は，良好な景観を保全し，又は形成するた

め，良好な広告物又は掲出物件の新設，改修等を図ること

が特に必要な区域を広告景観整備地区（以下「整備地区」

という。）として指定することができる。

２ 市長は，前項の規定により整備地区を指定するときは，

当該整備地区の広告物の表示又は掲出物件の設置に関する

基本方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとす

る。

３ 整備地区において，広告物を表示し，又は掲出物件を設

置しようとする者は，当該整備地区に係る基本方針に適合

するように努めなければならない。

４ 市長は，整備地区に係る基本方針の内容に照らして必要

があると認めるときは，当該整備地区において広告物を表

示し，又は掲出物件を設置しようとする者に対し，必要な

指導，助言又は勧告をすることができる。

５ 市長は，相当の理由があると認めるときは，整備地区の

指定を変更し，若しくは廃止し，又は基本方針を変更する

ことができる。

（広告物協定地区）

第１１条 相当規模の一団の土地又は道路，河川等に隣接す

る相当の区間にわたる土地（公共の用に供するものを除

く。）の所有者及び地上権又は賃借権を有する者（以下

「土地所有者等」という。）は，一定区域を定め，当該区

域の景観を整備するため，当該区域における広告物及び掲

出物件に関する協定（以下「広告物協定」という。）を締

結し，当該広告物協定が良好な景観の保全又は形成のため

適当である旨の市長の認定を受けることができる。

２ 広告物協定においては，次に掲げる事項を定めなければ

ならない。
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２ 条例第１１条第３項の認定を受けようとする者は，広告

物協定変更認定申請書（様式第６号）に次に掲げる書類及

び図面を添付して，市長に提出しなければならない。

1 変更後の広告物協定書( )

2 広告物協定の対象となる区域を変更するときは，当( )

該区域を表示する図面

3 その他市長が必要と認めるもの( )

３ 条例第１１条第７項の認定を受けようとする者は，広告

物協定廃止認定申請書（様式第７号）を市長に提出しなけ

ればならない。

４ 市長は，条例第１１条第１項，第３項又は第７項の認定

をしたときは，広告物協定認定書（様式第８号）を当該認

定を求めた者に交付するものとする。

1 広告物協定の対象となる区域（以下「広告物協定地( )

区」という。）

2 広告物又は掲出物件の位置，形状，面積，色彩，意( )

匠その他表示の方法に関する事項

3 広告物協定の有効期間( )

4 広告物協定に違反した場合の措置( )

5 その他広告物協定の実施に関する事項( )

３ 広告物協定に係る土地所有者等は，第１項の認定を受け

た広告物協定を変更しようとするときは，その全員の合意

をもってその旨を定め，市長の認定を受けなければならな

い。

４ 市長は，第１項又は前項の認定をしたときは，当該認定

を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支

援等を行うよう努めなければならない。

５ 広告物協定地区の土地所有者等で当該広告物協定に係る

土地所有者等以外の土地所有者等は，第１項又は第３項の

認定後いつでも，市長に対して書面でその意思を表示する

ことによって，当該広告物協定に加わることができる。

６ 市長は，第１項又は第３項の認定を受けた広告物協定に

係る広告物協定地区において広告物を表示し，又は掲出物

件を設置する者に対し，当該広告物協定地区の良好な景観

の保全又は形成のため必要な指導又は助言をすることがで

きる。

７ 広告物協定に係る土地所有者等は，第１項又は第３項の

認定を受けた広告物協定を廃止しようとするときは，その

過半数の合意をもってその旨を定め，市長の認定を受けな

ければならない。

（田園景観保全地区）

第１２条 市長は，自然や田園などの景観を保全し，又は形

成するため，制限地域又は特別制限地域のうち，広告物と

地域環境との調和を図ることが特に必要な区域を田園景観

保全地区（以下「田園地区」という。）として指定するこ

とができる。

２ 市長は，前項の規定により田園地区を指定するときは，

第５条第２項（同条第８項において準用する場合を含

む。）及び第７条の規定にかかわらず，当該田園地区にお

ける広告物の表示又は掲出物件の設置に関する許可の基準

を別に定めることができる。

３ 第９条第３項の規定は，田園地区について準用する。

（眺望景観保全地区）

第１３条 市長は，一定の場所から展望することができる良

好な眺望景観を保全するため，制限地域又は特別制限地域

のうち，広告物を表示し，又は掲出物件に関し特別な規制

をすることが特に必要な区域を眺望景観保全地区（以下
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（地区指定等の案の告示）

第１４条 条例第１４条第１項の規定による告示は，次に掲

げる事項について行うものとする。

1 地区指定等（条例第１４条第１項各号に掲げる行為( )

をいう。以下この条において同じ。）の名称，種類等

2 地区指定等の案の縦覧場所( )

（手数料の減免申請）

第１５条 条例第１５条第２項の規定により手数料の減額又

は免除を受けようとする者は，屋外広告物許可申請手数料

減免申請書（様式第９号）を市長に提出しなければならな

い。

（経過措置）

第１６条 条例第１６条第１項の規則で定める期間は，次の

各号に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ，当該各号

に定めるところによる。

1 固定広告物（条例第７条第１項第４号に掲げるもの( )

を除く。）で高さ４メートル以下のもの ２年間

2 固定広告物（条例第７条第１項第４号に掲げるもの( )

を除く。）で高さ４メートルを超えるもの ６年間

3 固定広告物（条例第７条第１項第４号に掲げるもの( )

に限る。） ６年間

4 移動広告物 ２年間( )

5 簡易広告物 １年間( )

「眺望地区」という。）として指定することができる。

２ 第９条第３項及び前条第２項の規定は，眺望地区につい

て準用する。

（指定等に係る告示，縦覧等）

第１４条 市長は，次に掲げる場合においては，あらかじ

め，規則で定めるところにより，その旨を告示し，その案

を当該告示の日から２週間公衆の縦覧に供しなければなら

ない。

1 第９条第１項，第１０条第１項，第１２条第１項若( )

しくは前条第１項の規定による指定をし，又は第９条第

３項（第１２条第３項又は前条第２項において準用する

場合を含む。）若しくは第１０条第５項の規定による指

定の変更若しくは廃止をしようとするとき。

2 第９条第２項若しくは第１２条第２項（前条第２項( )

において準用する場合を含む。）の規定による基準を定

め，又は第９条第３項（第１２条第３項又は前条第２項

において準用する場合を含む。）の規定による基準の変

更をしようとするとき。

3 第１０条第２項の規定による基本方針を定め，又は( )

同条第５項の規定による基本方針の変更をしようとする

とき。

２ 前項の規定による告示があったときは，市民及び利害関

係人は，同項の縦覧期間満了の日までに，縦覧に供された

案について，市長に意見書を提出することができる。

（許可の手数料）

第１５条 第５条第１項，第６項又は第７項の許可を受けよ

うとする者は，別表に定める手数料を納入しなければなら

ない。ただし，政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４

号）第６条の規定による届出をした政治団体が政治活動の

ためにはり紙，はり札等，広告旗又は立看板等を表示し，

又は設置するための許可を受けようとするときは，この限

りでない。

２ 市長は，特別の理由があると認めたときは，前項の手数

料を減額し，又は免除することができる。

３ 既納の手数料は，還付しない。

（新たに制限を加えることに伴う経過措置）

第１６条 第４条，第５条第１項，第６項若しくは第７項，

第６条，第７条，第１２条又は第１３条の規定により広告

物の表示及び掲出物件の設置について新たに制限が加えら

れることとなった物件又は地域若しくは場所であって，当

該制限が加えられることとなる際現に適法に表示されてい

た広告物又は適法に設置されていた掲出物件については，

当該制限が加えられることとなった日から規則で定める期

間は，なお従前の例により表示し，又は設置することがで

きる。

２ 前項の期間内に第５条第１項，第６項又は第７項の規定
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第３章 管理，監督等

（公表の方法）

第１６条の２ 条例第１６条の２第３項の規定による公表

は，公告式条例（昭和２５年旭川市条例第９号）第２条第

２項に規定する掲示場（以下「掲示場」という。）に掲示

して行うとともに，インターネットを利用して閲覧に供す

るほか，広く市民に周知できる方法により行うものとす

る。

（許可を受けた旨の表示）

第１７条 条例第１７条第１項の許可を受けた旨の表示は，

許可証票を，当該許可に係る広告物又は掲出物件の見やす

い箇所にはり付けて行うものとする。ただし，条例第７条

第１項第４号に掲げる広告物又は掲出物件のうち屋上広告

物及び壁面広告物については，その設置場所等により，当

該広告物又は掲出物件に許可を受けた旨の表示をすること

が困難と認められる場合に限り，当該広告物又は掲出物件

の所在する事務所又は営業所等の外側にはり付けて行うこ

とができるものとする。

２ 許可を受けようとする広告物がはり紙であるときは，当

該広告物に条例第１７条第１項ただし書の許可を証する印

として屋外広告物許可済印（様式第１０号）を受けるもの

とする。

による許可の申請があった場合において，その期間が経過

したときは，その申請に対する処分がある日まで，なお従

前の例により表示し，又は設置することができる。

第３章 管理，監督等

（広告主の責務等）

第１６条の２ 広告主は，その委託に係る広告物又は掲出物

件がこの条例の規定に違反して表示され，又は設置される

ことにより良好な景観若しくは風致を害し，又は公衆に対

して危害を及ぼすことのないように，当該広告物又は掲出

物件の状況を適宜点検させる等当該広告物又は掲出物件の

表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 市長は，広告物又は掲出物件がこの条例の規定に違反し

て表示され，又は設置されたことにより著しく良好な景観

若しくは風致を害し，又は公衆に対して危害を及ぼすおそ

れがあると認めたときは，当該広告物又は掲出物件の行為

者等に対し，当該広告物又は掲出物件の改修，移転，除却

その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

３ 市長は，前項の規定による勧告をした場合において，行

為者等が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは，規

則で定めるところにより，その旨，当該勧告の内容並びに

当該勧告を受けた者の氏名及び住所（法人にあっては名

称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）を公表する

ことができる。

４ 市長は，前項の規定による公表をしようとするときは，

あらかじめ当該公表の対象となる者に対し，その旨を通知

し，意見陳述の機会を与えなければならない。

（許可及び責任者の表示等）

第１７条 第５条第１項，第６項又は第７項の規定による許

可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）は，規

則で定めるところにより，当該許可に係る広告物又は掲出

物件その他規則で定める場所に，許可を受けた旨の表示を

しなければならない。ただし，許可を証する印を受けたも

のについては，この限りでない。

２ 行為者等は，第７条第１項第１０号又は第２項第１号若

しくは第２号に掲げる広告物を表示し，又は掲出物件を設

置するときは，これらに責任者の住所，氏名及び掲出年月

日を記載しなければならない。

（管理及び除却の義務）

第１８条 行為者等は，広告物又は掲出物件について，補修

その他必要な管理を行い，良好な状態に保持しなければな

らない。

２ 広告物又は掲出物件の表示又は設置の許可の期間が満了
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（除却の届出）

第１８条 条例第１８条第３項の規定による届出は，屋外広

告物除却届出書（様式第１１号）を提出することにより行

わなければならない。

したときは，許可を受けた者は，遅滞なくこれらを除却し

なければならない。

３ 許可を受けた者は，前項の規定により広告物又は掲出物

件を除却したときは，規則で定めるところにより，遅滞な

くその旨を市長に届け出なければならない。

４ 第７条第１項から第３項までの規定による広告物又は掲

出物件については，広告の目的を完了し，又はその期間を

満了したときは，遅滞なく除却しなければならない。

（許可の取消し及び違反に対する措置）

第１９条 市長は，第５条第１項，第６項又は第７項の規定

による許可を受けた広告物若しくは掲出物件が，良好な景

観若しくは風致を害し，若しくは公衆に対して危害を及ぼ

すおそれがあると認めたとき，又は許可の申請書に虚偽の

記載があったときは，その許可を取り消し，又はその許可

を受けた者若しくは第２２条第１項に規定する管理者に対

し，これらの表示若しくは設置の停止を命じ，又は５日以

上の期限を定め，これらの除却その他良好な景観を形成

し，若しくは風致を維持し，又は公衆に対する危害を防止

するために必要な措置を命ずることができる。

第２０条 市長は，この条例又はこの条例に基づく規則に違

反した広告物又は掲出物件があるときは，行為者等に対

し，これらの表示若しくは設置の停止を命じ，又は５日以

上の期限を定め，これらの除却その他良好な景観を形成

し，若しくは風致を維持し，又は公衆に対する危害を防止

するために必要な措置を命ずることができる。この場合に

おいて，市長は，行為者等を過失がなくて確知することが

できないときは，当該措置を自ら行い，又はその命じた者

若しくは委任した者に行わせることができる。

２ 市長は，前項後段の規定により掲出物件を除却するとき

は，期限を定め，次に掲げる事項を告示しなければならな

い。

1 行為者等はその期限までに市長に申し出るべき旨( )

2 その期限までにその申出がないときは，自ら除却( )

し，又はその命じた者若しくは委任した者に除却させる

旨

３ 前項の期限は，告示の日から起算して１５日を経過する

日以後としなければならない。ただし，当該掲出物件が公

衆に対し危害を及ぼすおそれがあるときは，この限りでな

い。

（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示）

第２０条の２ 法第８条第２項の条例で定める事項は，次に

掲げるものとする。

1 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数( )

量

2 保管した広告物又は掲出物件の放置されていた場所( )

及び当該広告物又は掲出物件を除却した日時

3 広告物又は掲出物件の保管を始めた日時及び保管の( )

場所

4 前３号に掲げるもののほか，保管した広告物又は掲( )

出物件を返還するため必要と認められる事項
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（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所）

第１８条の２ 条例第２０条の２第２項第１号の規則で定め

る場所は，掲示場とする。ただし，保管した広告物又は掲

出物件の所有者，占有者その他当該広告物又は掲出物件に

ついて権原を有する者の氏名及び住所を知ることができな

いときは，当該広告物又は掲出物件の放置されていた場所

において，併せて掲示するものとする。

（保管物件一覧簿等）

第１８条の３ 条例第２０条の２第３項の規則で定める保管

物件一覧簿は，屋外広告物保管物件一覧簿（様式第１１号

の２）とする。

（競争入札に係る公告等）

第１８条の４ 市長は，条例第２０条の４本文の規定による

競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは，その

入札期日の７日前までに，次に掲げる事項を公告するもの

とする。ただし，緊急を要する場合においては，その期間

を短縮することがある。

1 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数( )

量

2 入札に参加する者に必要な資格( )

3 入札に必要な書類等を閲覧させる場所及び日時( )

4 入札の執行の日時及び場所( )

5 入札保証金に関する事項( )

6 契約条項の概要( )

7 その他市長が必要と認める事項( )

２ 市長は，条例第２０条の４本文の規定による競争入札の

うち指名競争入札に付そうとするときは，入札に参加する

者を３人以上指名し，入札期日の５日前までに，それらの

者に前項各号（同項第２号を除く。）に掲げる事項を通知

するものとする。ただし，緊急を要する場合においては，

その期間を短縮することがある。

３ 市長は，条例第２０条の４ただし書の規定による随意契

約により保管した広告物又は掲出物件を売却しようとする

きは，なるべく２人以上の者から見積書を徴するものとす

る。

２ 法第８条第２項の規定による公示は，次に掲げる方法に

より行わなければならない。

1 前項各号に掲げる事項を，保管を始めた日から起算( )

して１４日間，規則で定める場所に掲示すること。

2 前号の掲示に係る広告物又は掲出物件のうち法第８( )

条第３項第２号に掲げる広告物又は掲出物件について

は，前号の掲示の期間が満了しても，なおその広告物又

は掲出物件の所有者，占有者その他当該広告物又は掲出

物件について権原を有する者（第２０条の７において

「所有者等」という。）の氏名及び住所を知ることがで

きないときは，その掲示の要旨を新聞紙に掲載するこ

と。

３ 市長は，前項に規定する方法による公示を行うととも

に，規則で定める保管物件一覧簿を事務所に備え付け，か

つ，これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければなら

ない。

（広告物又は掲出物件の価額の評価の方法）

第２０条の３ 法第８条第３項の規定による広告物又は掲出

物件の価額の評価は，取引の実例価格，当該広告物又は掲

出物件の使用期間，損耗の程度その他当該広告物又は掲出

物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとす

る。この場合において，市長は，必要があると認めるとき

は，広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を

有する者の意見を聴くことができる。

（保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続）

第２０条の４ 法第８条第３項の規定による保管した広告物

又は掲出物件の売却は，規則で定めるところにより，競争

入札に付して行わなければならない。ただし，競争入札に

付しても入札がない広告物又は掲出物件その他競争入札に

付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件

については，規則で定めるところにより，随意契約により

売却することができる。
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（広告物又は掲出物件の返還に係る受領書）

第１８条の５ 条例第２０条の６の規則で定める受領書は，

屋外広告物受領書（様式第１１号の３）とする。

（立入検査員証）

第１９条 条例第２１条第２項（条例第２８条の４第２項に

おいて準用する場合を含む。）の証明書は，立入検査員証

（様式第１２号）とする。

（管理者）

第２０条 条例第２２条第１項の規則で定める者は，北海道

内に住所（法人にあっては，事務所又は営業所の所在地）

を有する者とする。

２ 条例第２２条第２項の規則で定める広告物又は掲出物件

は，固定広告物（壁面広告物については，壁面に取り付け

られたもの及び壁面から突き出して設置されたものに限

る。）で，表示面積（壁面広告物については，壁面に取り

付けられたもの又は壁面から突き出して設置されたものの

個々の表示面積）が１０平方メートルを超えるものとす

る。

（公示の日から売却可能となるまでの期間）

第２０条の５ 法第８条第３項各号の条例で定める期間は，

次に掲げる広告物又は掲出物件の区分に応じ，当該各号に

掲げる期間とする。

1 法第７条第４項の規定により除却された広告物 １( )

４日

2 特に貴重な広告物又は掲出物件 ３月( )

3 前２号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又( )

は掲出物件 １月

（広告物又は掲出物件を返還する場合の手続）

第２０条の６ 市長は，法第８条第１項本文の規定により保

管した広告物又は掲出物件（法第８条第３項の規定により

売却した代金を含む。）を当該広告物又は掲出物件の所有

者等に返還するときは，返還を受ける者にその氏名及び住

所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を

求める方法によってその者が当該広告物又は掲出物件の返

還を受けるべき所有者等であることを証明させ，かつ，規

則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

（立入検査）

第２１条 市長は，特に必要があると認めるときは，行為者

等に対し，報告させ，若しくは資料を提出させ，又はその

職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物

に立ち入らせ，当該広告物若しくは掲出物件を検査させ，

若しくは関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示

す証明書を携帯し，関係者の請求があるときは，これを提

示しなければならない。

３ 第１項の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解

してはならない。

（管理者の設置）

第２２条 許可を受けた者（国又は地方公共団体を除く。以

下この条において同じ。）は，当該許可に係る広告物又は

掲出物件を表示し，又は設置するときは，規則で定める者

を管理者として定めなければならない。

２ 許可を受けた者は，規則で定める広告物又は掲出物件を

表示又は設置するときは，次の各号のいずれかに該当する

者（法人を管理者として定めるときは，次の各号のいずれ

かに該当する者を雇用している法人）を前項の管理者とし

て定めなければならない。

1 法第１０条第２項第３号イに掲げる国土交通大臣の( )

登録を受けた法人が広告物の表示及び掲出物件の設置に

関し必要な知識について行う試験に合格した者

2 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第( )

４４条第１項に規定する技能検定のうち広告美術仕上げ

の１級に係るものに合格した者

3 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第２( )

項又は第３項に規定する１級建築士又は２級建築士で第

２６条第１項に規定する講習会の課程を修了したもの

4 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第４条( )

の２第１項の規定により特殊電気工事資格者認定証（ネ



- 16 -

旭川市屋外広告物条例 旭川市屋外広告物条例施行規則

（管理者の届出等）

第２１条 条例第２２条第３項の規定による届出は，屋外広

告物管理者選任等届出書（様式第１３号）の正本及び副本

を提出することにより行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず，第４条第１項若しくは第７条

第１項の屋外広告物許可申請書，第８条第１項の屋外広告

物変更等許可申請書又は次条の屋外広告物設置者等変更届

出書の提出をもって，前項の屋外広告物管理者選任等届出

書の提出に代えることができる。

（変更の届出等）

第２２条 条例第２３条又は第２４条の規定による届出は，

屋外広告物設置者等変更届出書（様式第１４号）の正本及

び副本を提出することにより行わなければならない。

（届出の証明）

第２３条 市長は，第２１条第１項の届出書又は前条の届出

書の提出があったときは，当該届出書の副本に所要事項を

記載し，当該届出書を提出した者に交付するものとする。

第４章 屋外広告業

（更新の登録の申請）

第２４条 条例第２５条第３項の登録を受けようとする者

は，登録の有効期間満了の日前３０日までに次条第１項の

申請書を市長に提出しなければならない。

（登録の申請）

第２５条 条例第２５条の２第１項の申請書は，屋外広告業

登録申請書（様式第１５号）とする。

オン工事に係るものに限る。）の交付を受けた者で第２

６条第１項に規定する講習会の課程を修了したもの

5 第２７条第１項に規定する業務主任者( )

３ 許可を受けた者は，第１項の規定による管理者を定めた

とき，又は当該管理者を変更したときは，規則で定めると

ころにより，遅滞なくその旨を市長に届け出なければなら

ない。

（変更の届出等）

第２３条 許可を受けた者は，氏名又は住所（法人にあって

は，名称，主たる事務所の所在地又は代表者の氏名）を変

更したときは，規則で定めるところにより，遅滞なく市長

に届け出なければならない。

第２４条 第５条第１項，第６項又は第７項の許可に係る広

告物又は掲出物件の所有権を承継し，引き続き当該広告物

又は掲出物件を表示し，又は設置する者は，規則で定める

ところにより，遅滞なくその旨を市長に届け出なければな

らない。

（処分，手続等の効力の承継）

第２４条の２ 行為者等について変更があった場合において

は，この条例又はこの条例に基づく規則により従前の行為

者等がした手続その他の行為は，新たに行為者等となった

者がした手続その他の行為とみなし，従前の行為者等に対

してした処分，手続その他の行為は，新たに行為者等とな

った者に対してした処分，手続その他の行為とみなす。

第４章 屋外広告業

（屋外広告業の登録）

第２５条 屋外広告業を営もうとする者は，市長の登録を受

けなければならない。

２ 前項の登録の有効期間は，登録の日から起算して５年と

する。

３ 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうと

する者は，更新の登録を受けなければならない。

４ 更新の登録の申請があった場合において，第２項の有効

期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒

否の処分がなされないときは，従前の登録は，同項の有効

期間の満了後もその処分がなされるまでの間は，なおその

効力を有する。

５ 前項の場合において，更新の登録がなされたときは，そ

の登録の有効期間は，従前の登録の有効期間の満了の日の

翌日から起算するものとする。

（登録の申請）

第２５条の２ 前条第１項又は第３項の登録を受けようとす

る者（以下「申請者」という。）は，次に掲げる事項を記

載した申請書を市長に提出しなければならない。

1 氏名，生年月日及び住所（法人にあっては，名称，( )

主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び生年月
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２ 条例第２５条の２第２項の規則で定める書類は，次のと

おりとする。

1 条例第２５条第１項又は第３項の登録を受けようと( )

する者（以下「登録申請者」という。）が法人である場

合にあってはその役員（業務を執行する社員，取締役，

執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）が，

屋外広告業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を

有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人

が条例第２５条の４第１項各号に該当しない者であるこ

とを誓約する書面

2 登録申請者が選任した業務主任者が条例第２７条第( )

１項各号のいずれかに該当するものであることを証する

書面の写し及び当該業務主任者の住民票の写し又はこれ

に代わる書面

3 登録申請者（法人である場合にあってはその役員( )

（当該役員が屋外広告業に係る営業に関し成年者と同一

の行為能力を有しない未成年者である場合は，当該役員

及びその法定代理人）を，未成年者である場合にあって

はその法定代理人を含む。）の略歴を記載した書面及び

住民票の写し又はこれに代わる書面

4 登録申請者が法人である場合は，定款又は寄附行為( )

の写し及び登記事項証明書

３ 条例第２５条の２第２項及び前項第１号の書面は誓約書

（様式第１６号）と，同項第３号の略歴を記載した書面は

略歴書（様式第１７号）とする。

（登録の実施）

第２６条 条例第２５条の３第１項の屋外広告業者登録簿

は，様式第１８号によるものとする。

２ 条例第２５条の３第２項の規定による通知は，屋外広告

業登録証（様式第１８号の２）を登録申請者に交付するこ

とにより行うものとする。

日）

2 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び( )

所在地

3 第２７条第１項に規定する業務主任者の氏名，生年( )

月日及びその所属する営業所の名称

法人にあっては，その役員（業務を執行する社員，取( )4

締役，執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同

じ。）の職，氏名及び生年月日

未成年者にあっては，その法定代理人の氏名，生年月( )5

日及び住所

6 都道府県，指定都市又は本市以外の中核市において( )

屋外広告業の登録を受けている者にあっては，その登録

番号

２ 前項の申請書には，申請者が第２５条の４第１項各号の

いずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他

規則で定める書類を添付しなければならない。

（登録の実施）

第２５条の３ 市長は，前条第１項の規定による申請書の提

出があったときは，次条第１項の規定により登録を拒否す

る場合を除くほか，遅滞なく，前条第１項各号に掲げる事

項並びに登録年月日及び登録番号を屋外広告業者登録簿

（以下「登録簿」という。）に登録しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による登録をしたときは，直ちにそ

の旨を当該申請者に通知しなければならない。

（登録の拒否）

第２５条の４ 市長は，申請者が次の各号のいずれかに該当
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（登録事項の変更の届出等）

第２７条 条例第２５条の５第１項の規定による届出は，屋

外広告業登録事項変更届出書（様式第１８号の３）を提出

することにより行わなければならない。

２ 前項の届出をする場合において，当該届出に係る変更が

次の各号に掲げる事項に係るものであるときは，当該各号

に掲げる書類のうち，当該変更に関するもの及び前条第２

項の屋外広告業登録証を前項の届出書に添付しなければな

らない。

(1) 条例第２５条の２第１項第１号に掲げる事項 住民

票の写し又はこれに代わる書面（法人にあっては，登記

事項証明書）

(2) 条例第２５条の２第１項第２号に掲げる事項（商業

登記の変更を必要とする場合に限る。） 登記事項証明

書

(3) 条例第２５条の２第１項第３号に掲げる事項 第２

５条第２項第２号の書面

(4) 条例第２５条の２第１項第４号に掲げる事項 登記

事項証明書並びに第２５条第２項第１号及び第３号の書

面

(5) 条例第２５条の２第１項第５号に掲げる事項 第２

５条第２項第１号及び第３号の書面

３ 市長は，第１項の届出書の提出があったときは，当該提

する者であるとき，又は申請書若しくはその添付書類のう

ちに重要な事項について虚偽の記載があり，若しくは重要

な事実の記載が欠けているときは，その登録を拒否しなけ

ればならない。

1 第２８条の２第１項の規定により登録を取り消さ( )

れ，その処分のあった日から２年を経過しない者

2 屋外広告業者（第２５条第１項又は第３項の登録を( )

受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。）で法人

であるものが第２８条の２第１項の規定により登録を取

り消された場合において，その処分のあった日前３０日

以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分の

あった日から２年を経過しないもの

3 第２８条の２第１項の規定により営業の停止を命ぜ( )

られ，その停止の期間が経過しない者

4 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰( )

金以上の刑に処せられ，その執行を終わり，又は執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しない者

5 屋外広告業に係る営業に関し成年者と同一の能力を( )

有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれか

に該当するもの

6 法人でその役員のうちに第１号から第４号までのい( )

ずれかに該当する者があるもの

7 第２５条の２第１項第２号の営業所ごとに第２７条( )

第１項に規定する業務主任者を選任していない者

２ 市長は，前項の規定により登録を拒否したときは，その

理由を示して，直ちにその旨を当該申請者に通知しなけれ

ばならない。

（登録事項の変更の届出）

第２５条の５ 屋外広告業者は，第２５条の２第１項各号に

掲げる事項に変更があったときは，変更の日から３０日以

内に，その旨を市長に届け出なければならない。

２ 市長は，前項の規定による届出があったときは，当該届

出に係る事項が前条第１項第５号から第７号までのいずれ

かに該当する場合を除き，届出があった事項を登録簿に登

録しなければならない。

３ 第２５条の２第２項，第２５条の３第２項及び前条の規

定は，第１項の規定による届出について準用する。
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出に係る事項について，前項の規定により提出された屋外

広告業登録証を書き換えて当該届出書を提出した者に交付

するものとする。

（廃業等の届出）

第２８条 条例第２５条の７第１項の規定による届出は，屋

外広告業廃業等届出書（様式第１８号の４）を提出するこ

とにより行わなければならない。

（登録事項証明書の交付の請求）

第２８条の２ 条例第２５条の９の規定により登録事項証明

書の交付を請求しようとする者は，屋外広告業登録事項証

明書交付申請書（様式第１８号の５）を市長に提出しなけ

ればならない。

２ 条例第２５条の９の登録事項証明書は，屋外広告業登録

事項証明書（様式第１８号の６）とする。

（講習会の開催）

第２９条 市長は，条例第２６条第１項の講習会（以下「講

習会」という。）を開催しようとするときは，あらかじ

め，開催の日時，場所その他講習会の開催に関し必要な事

項を告示するものとする。

（登録簿の閲覧）

第２５条の６ 市長は，登録簿を事務所に備え付け，一般の

閲覧に供しなければならない。

（廃業等の届出）

第２５条の７ 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当す

ることとなったときは，当該各号に定める者は，その日

（第１号の場合にあっては，その事実を知った日）から

３０日以内に，その旨を市長に届け出なければならない。

1 死亡したとき。 その相続人( )

法人が合併により消滅したとき。 その法人を代表す( )2

る役員であった者

法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 そ( )3

の破産管財人

法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により( )4

解散したとき。 その清算人

本市の区域内において屋外広告業を廃止したとき。( )5

屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法

人を代表する役員

２ 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至った

ときは，当該屋外広告業者に係る屋外広告業の登録は，そ

の効力を失う。

（登録の抹消）

第２５条の８ 市長は，第２５条第３項の登録をしなかった

とき，若しくは前条第２項の規定により屋外広告業の登録

がその効力を失ったとき，又は第２８条の２第１項の規定

により屋外広告業者の登録を取り消したときは，当該屋外

広告業者の登録を抹消しなければならない。

（登録事項証明書の交付の請求）

第２５条の９ 屋外広告業者は，登録簿に登録されている事

項に関する証明書（以下「登録事項証明書」という。）の

交付を請求することができる。

（登録等の手数料）

第２５条の１０ 次の各号に掲げる者は，それぞれ当該各号

に定める手数料を申請の際，納入しなければならない。

1 第２５条第１項又は第３項の登録を受けようとする( )

者 １件につき １０，０００円

登録事項証明書の交付を受けようとする者 １通につ( )2

き ２００円

２ 既納の手数料は，還付しない。

（講習会）

第２６条 市長は，毎年，広告物の表示及び掲出物件の設置

に関し，必要な知識の修得を目的とする講習会を開催しな

ければならない。

２ 市長は，前項の講習会の運営に関する事務を，規則で定



- 20 -

旭川市屋外広告物条例 旭川市屋外広告物条例施行規則

２ 講習会の講習科目は，次に掲げるとおりとする。

1 広告物に関する法令( )

2 広告物の表示方法に関する事項( )

3 広告物の施工に関する事項( )

３ 市長は，条例第２６条第２項の規定に基づき，講習会の

運営に関する事務を効率的に行うために必要があると認め

るときは，当該事務を旭川広告美術業協同組合又は協同組

合北海道ネオン電気工業会に委託することがある。

（受講の申込み）

第３０条 講習会を受けようとする者は，屋外広告物講習会

受講申込書（様式第１９号）を市長に提出しなければなら

ない。

２ 前項の申込書には，次に掲げる書類を添付しなければな

らない。

1 住民票の写し又はこれに代わる書面( )

2 写真（申込み前６月以内に，無帽で正面から上半身( )

を撮影したもの）

（講習の免除）

第３１条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対

し，第２９条第２項第３号に掲げる講習科目の一部を免除

することがある。

1 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１( )

項に規定する建築士の資格を有する者

2 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９号）第２条( )

第４項に規定する電気工事士の資格を有する者

3 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４４条( )

第１項第１号から第３号までに規定する第１種電気主任

技術者免状，第２種電気主任技術者免状又は第３種電気

主任技術者免状の交付を受けている者

4 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に( )

基づき，帆布製品製造に関し，職業訓練指導員免許を受

け，技能検定に合格し，又は職業訓練を修了した者

２ 前項の規定により講習科目の免除を受けようとする者

は，講習会の受講申込みの際，前項各号のいずれかに該当

することを証する書類を添付して，その旨を市長に申し出

なければならない。

（修了証書の交付）

第３２条 市長は，講習会の課程を修了した者に対し，屋外

広告物講習会修了証書（様式第２０号）を交付するものと

する。

めるところにより，他の者に委託することができる。

３ 第１項の講習会を受けようとする者は，手数料を納入し

なければならない。

４ 前項の手数料の額は，３，０００円とする。

５ 前３項に定めるもののほか，第１項の講習会に関し必要

な事項は，規則で定める。
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（講習会修了者等と同等以上の知識を有する者の認定）

第３３条 条例第２７条第１項第５号の規定による認定は，

次に掲げる要件に該当する者について，その者の申請に基

づき行うものとする。

1 広告物の表示又は掲出物件の設置に関し，営業所に( )

おける責任者として通算５年以上の経験を有すること。

2 過去５年間において広告物に関する法令に違反した( )

ことがないこと。

２ 前項の認定を受けようとする者は，屋外広告物講習会修

了者等認定申請書（様式第２１号）を市長に提出しなけれ

ばならない。

３ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付しなければな

らない。

1 履歴書( )

2 住民票の写し又はこれに代わる書面( )

3 第１項第１号の要件に該当することを証する書面( )

４ 市長は，第１項の認定をしたときは，屋外広告物講習会

修了者等認定証（様式第２２号）を当該認定を受けた者に

交付するものとする。

（標識の記載事項等）

第３３条の２ 条例第２７条の２の規則で定める事項は，次

（業務主任者の設置）

第２７条 屋外広告業者は，第２５条の２第１項第２号の営

業所ごとに，次に掲げる者のうちから業務主任者を選任

し，次項に定める業務を行わせなければならない。

1 広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識( )

の修得を目的として都道府県，指定都市又は本市以外の

中核市が行う講習会の課程を修了した者

2 第２２条第２項第１号に規定する試験に合格した者( )

3 職業能力開発促進法に基づき，広告美術仕上げに関( )

し，職業訓練指導員免許を受け，技能検定に合格し，又

は職業訓練を修了した者

4 前条第１項の講習会の課程を修了した者( )

5 市長が，規則で定めるところにより，前各号に掲げ( )

る者と同等以上の知識を有するものと認定した者

２ 業務主任者は，次に掲げる業務の総括に関することを行

うものとする。

1 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に( )

関する法令の規定の遵守に関すること。

広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正( )2

な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安

全の確保に関すること。

第２７条の３に規定する帳簿のうち，規則で定める事( )3

項の記載に関すること。

前３号に掲げるもののほか，業務の適正な実施の確保( )4

に関すること。

（標識の表示）

第２７条の２ 屋外広告業者は，規則で定めるところによ
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のとおりとする。

1 法人にあっては，その代表者の氏名( )

2 登録年月日( )

3 営業所の名称( )

4 業務主任者の氏名( )

２ 条例第２７条の２の標識は，屋外広告業登録票（様式第

２２号の２）とする。

（帳簿の記載事項等）

第３３条の３ 条例第２７条の３の規則で定める事項は，次

のとおりとする。

1 注文者の氏名及び住所（法人にあっては，名称，主( )

たる事務所の所在地及び代表者の氏名）

2 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所( )

3 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種( )

類及び数量

4 広告物を表示又は掲出物件を設置した年月日( )

5 広告物の表示又は掲出物件の設置に係る請負金額( )

２ 条例第２７条の３の帳簿は，屋外広告物受注台帳（様式

第２２号の３。以下「受注台帳」という。）とする。

３ 第１項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられた磁気

ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物を含む。以下同じ。）に記録さ

れ，必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計算機

その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは，当

該記録をもって受注台帳への記載に代えることができる。

４ 受注台帳（前項の規定による記録が行われた磁気ディス

クを含む。）は，広告物の表示又は掲出物件の設置の契約

ごとに作成しなければならない。

５ 屋外広告業者は，受注台帳を各事業年度の末日をもって

閉鎖するものとし，閉鎖後５年間当該受注台帳を保存しな

ければならない。

り，第２５条の２第１項第２号の営業所ごとに，公衆の見

やすい場所に，氏名又は名称，登録番号その他規則で定め

る事項を記載した標識を掲げなければならない。

（帳簿の備付け等）

第２７条の３ 屋外広告業者は，規則で定めるところによ

り，第２５条の２第１項第２号の営業所ごとに帳簿を備

え，その営業に関する事項で規則で定める事項を記載し，

これを保存しなければならない。

（屋外広告業を営む者に対する指導，助言及び勧告）

第２８条 市長は，本市の区域内において屋外広告業を営む

者に対し，良好な景観を形成し，若しくは風致を維持し，

又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導，助言

及び勧告を行うことができる。

（登録の取消し等）

第２８条の２ 市長は，屋外広告業者が次の各号のいずれか

に該当するときは，その登録を取り消し，又は６月以内の

期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずる

ことができる。

不正の手段により第２５条第１項又は第３項の登録を(1)

受けたとき。

第２５条の４第１項第２号又は第４号から第７号まで( )2

のいずれかに該当することとなったとき。

第２５条の５第１項の規定による届出をせず，又は虚(3)

偽の届出をしたとき。

法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したと(4)

き。

２ 第２５条の４第２項の規定は，前項の規定による処分に
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（屋外広告業者監督処分簿の記載事項等）

第３３条の４ 条例第２８条の３第１項の屋外広告業者監督

処分簿は，様式第２２号の４によるものとする。

２ 条例第２８条の３第２項の規則で定める事項は，次のと

おりとする。

1 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所（法人に( )

あっては，名称，主たる事務所の所在地及び代表者の氏

名）並びに登録番号

2 処分の根拠となった条例の条項( )

3 処分の原因となった事実( )

4 その他参考となる事項( )

３ 第１項の屋外広告業者監督処分簿は，条例第２８条の２

第１項に規定する処分ごとに作成し，当該処分の日から５

年間保存するものとする。

第５章 審議会

（会長及び副会長）

第３４条 旭川市屋外広告物審議会（以下「審議会」とい

う。）に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこ

れを定める。

２ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，そ

の職務を代理する。

４ 会長及び副会長にともに事故があるときは，あらかじめ

会長の指名する委員が，その職務を代理する。

（会議）

第３５条 審議会の会議は，会長が招集する。

２ 審議会は，委員及び議事に関係のある特別委員の過半数

が出席しなければ，会議を開くことができない。

３ 審議会の議事は，出席した委員及び議事に関係のある特

別委員の過半数で決し，可否同数のときは，会長の決する

ところによる。

４ 審議会は，必要があると認めるときは，関係者の出席を

求め，その意見を聴くことができる。

（庶務）

第３６条 審議会の庶務は，都市建築部において処理する。

（委任）

第３７条 前３条に定めるもののほか，審議会の運営に関し

必要な事項は，会長が審議会に諮って定める。

ついて準用する。

（屋外広告業者監督処分簿の閲覧）

第２８条の３ 市長は，屋外広告業者監督処分簿を事務所に

備え付け，一般の閲覧に供しなければならない。

２ 市長は，前条第１項の規定による処分をしたときは，前

項の屋外広告業者監督処分簿に，当該処分の年月日及び内

容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

（立入検査）

第２８条の４ 市長は，特に必要があると認めるときは，第

２５条第１項又は第３項の登録を受けた者に対し，その営

業に関し報告させ，又はその職員に営業所その他営業に関

係のある場所に立ち入らせ，帳簿，書類その他の物件を検

査させ，若しくは関係者に質問させることができる。

２ 第２１条第２項及び第３項の規定は，前項の規定による

立入検査について準用する。

第５章 審議会

（設置）

第２９条 広告物に関する重要事項を調査審議させるため，

旭川市屋外広告物審議会（以下「審議会」という。）を置

く。

（所掌事項）

第３０条 市長は，次に掲げる場合においては，あらかじ

め，審議会の意見を聴くものとする。

1 第４条第１項第９号若しくは第１１号，第６条第２( )

項，第９条第１項，第１０条第１項，第１２条第１項若

しくは第１３条第１項の規定による指定をし，又は第９

条第３項（第１２条第３項又は第１３条第２項において

準用する場合を含む。）若しくは第１０条第５項の規定

による指定の変更若しくは廃止をしようとするとき。

2 第５条第２項（同条第８項において準用する場合を( )

含む。）又は第７条第１項から第３項までに規定する基

準を定め，又は変更しようとするとき。

3 第５条第３項（同条第８項において準用する場合を( )

含む。）に規定する許可の可否を決定しようとすると

き。

4 第６条第１項第２号又は第３号に規定する地域又は( )

場所を定め，又は変更し，若しくは廃止しようとすると

き。

5 第９条第２項若しくは第１２条第２項（第１３条第( )

２項において準用する場合を含む。）の規定による基準

を定め，又は第９条第３項（第１２条第３項又は第１３

条第２項において準用する場合を含む。）の規定による
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第６章 雑則

基準の変更をしようとするとき。

6 第１０条第２項の規定による基本方針を定め，又は( )

同条第５項の規定による基本方針の変更をしようとする

とき。

7 第１１条第１項又は第３項の規定による広告物協定( )

について認定し，又は広告物協定の変更について認定し

ようとするとき。

8 第１９条又は第２０条第１項の規定に基づき，広告( )

物又は掲出物件の表示若しくは設置の停止を命じ，又は

除却その他良好な景観を形成し，若しくは風致を維持

し，又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置

を命じようとするとき。

（組織等）

第３１条 審議会は，委員１８人以内で組織する。

２ 特別の事項を審議させるため必要があるときは，審議会

に特別委員を置くことができる。

３ 委員及び特別委員は，次に掲げる者のうちから，市長が

任命する。

1 学識経験者( )

2 本市及び関係行政機関の職員( )

3 屋外広告関係業者( )

4 その他市長が必要と認める者( )

４ 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期

は，前任者の残任期間とする。

５ 委員は，再任されることができる。

６ 特別委員は，その者の任命に係る特別の事項に関する審

議が終了したときは，解任されるものとする。

７ この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要

な事項は，規則で定める。

第６章 雑則

（告示）

第３２条 市長は，第１４条第１項及び第２０条第２項の場

合のほか，次に掲げる場合においては，その旨を告示しな

ければならない。

1 第４条第１項第９号若しくは第１１号，第６条第２( )

項，第９条第１項，第１０条第１項，第１２条第１項若

しくは第１３条第１項の規定による指定をし，又は第９

条第３項（第１２条第３項又は第１３条第２項において

準用する場合を含む。）若しくは第１０条第５項の規定

による指定の変更若しくは廃止をしたとき。

2 第９条第２項若しくは第１２条第２項（第１３条第( )

２項において準用する場合を含む。）の規定による基準

を定め，又は第９条第３項（第１２条第３項又は第１３

条第２項において準用する場合を含む。）の規定による

基準の変更をしたとき。

3 第１０条第２項の規定による基本方針を定め，又は( )

同条第５項の規定による基本方針の変更をしたとき。

4 第１１条第１項，第３項又は第７項の規定による広( )

告物協定について認定し，又は広告物協定の変更若しく

は廃止について認定をしたとき。
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（委任）

第３８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長

が別に定める。

附 則

（施行期日）

（適用上の注意）

第３３条 この条例の適用に当たっては，本市の区域内にお

ける政治活動の自由その他基本的人権を不当に侵害しない

よう留意しなければならない。

（委任）

第３４条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に

定める。

第７章 罰則

第３４条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は，１年以

下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。

1 第２５条第１項又は第３項の登録を受けないで屋外( )

広告業を営んだ者

2 不正の手段により第２５条第１項又は第３項の登録( )

を受けた者

3 第２８条の２第１項の規定による命令に違反した者( )

第３５条 第１９条又は第２０条第１項の規定による命令に

違反した者は，５０万円以下の罰金に処する。

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は，３０万円以

下の罰金に処する。

1 第４条，第５条第１項若しくは第７項又は第１８条( )

第２項若しくは第４項の規定に違反した者

2 第２５条の５第１項の規定による届出をせず，又は( )

虚偽の届出をした者

3 第２７条第１項の規定に違反して業務主任者を選任( )

しなかった者

第３７条 第２１条第１項又は第２８条の４第１項の規定に

よる報告をせず，若しくは虚偽の報告をし，若しくは資料

を提出せず，又は同項の規定による検査を拒み，妨げ，若

しくは忌避し，又は質問に対して答弁せず，若しくは虚偽

の答弁をした者は，２０万円以下の罰金に処する。

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人，使用

第人その他の従業者が，その法人又は人の業務に関し，

３４条の２から前条までの違反行為をしたときは，当該違

反行為をした者を罰するほか，その法人又は人に対して

も，各本条の罰金刑を科する。

第３８条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は，５万円

以下の過料に処する。

第２５条の７第１項の規定による届出を怠った者(1)

第２７条の２の規定に違反して標識を掲げない者( )2

3 第２７条の３の規定に違反して帳簿を備えず，帳簿( )

に記載せず，帳簿に虚偽の記載をし，又は帳簿を保存し

なかった者

第３９条 詐欺その他不正の行為により，第１５条第１項の

手数料の徴収を免れた者は，その免れた金額の５倍に相当

する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないと

きは，５万円とする。）以下の過料に処する。

附 則

（施行期日）



- 26 -

旭川市屋外広告物条例 旭川市屋外広告物条例施行規則

１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。

（旭川市屋外広告物審議会規則の廃止）

２ 旭川市屋外広告物審議会規則（平成１１年旭川市規則第

７４号）は，廃止する。

附 則（平成１２年７月７日規則第１０７号）

この規則は，公布の日から施行し，改正後（中略）旭川市

屋外広告物条例施行規則の規定は，平成１２年６月７日から

適用する。

附 則（平成１３年１１月１２日規則第７３号）

この規則は，平成１３年１１月１９日から施行する。

附 則（平成１７年３月２４日規則第１１号）

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第１８条の

次に４条を加える改正規定及び様式第１１号の次に２様式を

加える規定は，平成１７年４月１日から施行する。

１ この条例は，平成１２年４月１日から施行する。ただ

し，第２９条及び第３１条並びに附則第７項の規定は，公

布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に北海道屋外広告物条例（昭和２

５年北海道条例第７０号。以下「道条例」という。）の規

定により適法に表示されている広告物又は適法に設置され

ている広告物を掲出する物件で，この条例の規定に違反

し，又はこの条例又はこの条例に基づく規則で定める許可

の基準に適合しないこととなるものについては，この条例

の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して次の

各号に掲げる広告物又は広告物を掲出する物件の区分に応

じ当該各号に定める期間は，なお従前の例により表示し，

又は設置することができる。

1 固定広告物（第７条第１項第４号に掲げるものを除( )

く。）で高さ４メートル以下のもの ２年間

2 固定広告物（第７条第１項第４号に掲げるものを除( )

く。）で高さ４メートルを超えるもの ６年間

3 固定広告物（第７条第１項第４号に掲げるものに限( )

る。） ６年間

4 移動広告物 ２年間( )

5 簡易広告物 １年間( )

３ 施行日前に道条例第１４条の２第１項の規定による届出

をしている屋外広告業を営む者は，平成１２年９月３０日

までの間に限り，第２５条第１項に規定する届出をしない

で引き続き屋外広告業を営むことができる。

４ 前項に定めるものを除くほか，施行日前に道条例の規定

により北海道知事がした許可，処分その他の行為で現に効

力を有するもの又は施行日前に道条例の規定に基づき北海

道知事に対してなされた申請その他の行為は，この条例の

相当規定に基づき市長がした許可，処分その他の行為又は

市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

５ 施行日以後１年以内に第５条第１項，第６項又は第７項

の許可を受けたものについては，当該許可の期間が満了す

るまでの間は，第２２条第２項の規定は，適用しないこと

ができる。

６ 施行日前に道条例第７条の３第１項の規定により同項の

活用地区に指定されている区域は，第９条第１項の規定に

よる指定がされ，又は同条第３項の規定によりその変更若

しくは廃止がされるまで，同条第１項の活用地区として指

定されたものとみなす。この場合において，同条第２項に

規定する許可の基準は，道条例第７条の３第３項の規定に

よる措置の例による。

７ 市長は，この条例の公布の日から施行日の前日までの間

においては，第３０条の規定により審議会の意見を聴くも

のとされている場合に係る処分その他の行為のうち施行日

において行わなければならないものをしようとするとき

は，審議会の意見を聴くものとする。

附 則（平成１２年１２月１８日条例第１０７号）

この条例は，平成１３年１月６日から施行する。
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附 則（平成１３年７月６日条例第４８号）

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に改正前の旭川市屋外広告物条例

第２２条第２項第１号の事業により屋外広告士の称号を付

与されている者は，改正後の旭川市屋外広告物条例第２２

条第２項第１号の事業により屋外広告士の称号を付与され

た者とみなす。

附 則（平成１４年７月４日条例第３７号）

この条例は，公布の日から施行し，改正後の旭川市屋外広

告物条例の規定は，平成１３年１０月１日から適用する。

附 則（平成１７年３月２４日条例第２３号）

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号

に掲げる規定は，当該各号に掲げる日から施行する。

1 第４条第１項第８号の改正規定，同項第１０号の改( )

正規定，同号を同項第１１号とする改正規定，同条第２

項の改正規定，第６条第２項第６号の改正規定，同項第

７号の改正規定，第７条第２項第１号の改正規定，第８

条第１項の改正規定（「広告物を掲出する物件」を「掲

出物件」に改める部分を除く。），第１５条第１項の改

正規定，第１９条の改正規定（「広告物を掲出する物件

が，美観風致」を「掲出物件が，良好な景観若しくは風

致」に改める部分を除く。），第２０条第１項の改正規

定（「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改める

部分を除く。），第２０条の次に５条を加える改正規

定，第３０条第１号の改正規定及び同条第８号の改正規

定 平成１７年４月１日

2 第６条第２項第１号の改正規定（「美観地区」を( )

「景観地区」に改める部分に限る。） 景観法（平成１

６年法律第１１０号）附則ただし書に規定する日

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の旭川市

屋外広告物条例第２２条第２項第１号の事業により屋外広

告士の称号を付与されている者は，この条例による改正後

の旭川市屋外広告物条例第２２条第２項第１号の試験に合

格した者とみなす。

附 則（平成１７年９月２２日条例第４８号）

（施行期日）

１ この条例は，平成１８年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の旭川市

屋外広告物条例（以下「旧条例」という。）第２５条第１

項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者は，

この条例の施行の日から６月間（当該期間内にこの条例に

よる改正後の旭川市屋外広告物条例（以下「新条例」とい

う。）第２５条の４第１項の規定による登録の拒否の処分

があったときは，当該処分のあった日までの間）は，新条

例第２５条第１項の登録を受けないで，引き続き屋外広告

業を営むことができる。その者が当該期間内に当該登録の

申請をした場合において，当該期間を経過したときは，当

該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間

も，同様とする。
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３ 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができ

る場合においては，新条例第２５条第１項の登録を受けた

屋外広告業者とみなして，新条例第２８条の２第１項（登

録の取り消しに係る部分を除く。）及び第２項並びに第２

８条の４の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）を適

用する。

４ この条例の施行の際現に旧条例第２７条第１項に規定す

る講習会修了者等である者については，新条例第２７条第

１項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみな

す。

５ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につい

ては，なお従前の例による。


